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環境基本計画の見直しについて

１．環境基本計画とは
環境基本条例
第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、
環境基本計画を定めなければならない。

2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)環境の保全及び創造に関する目標及び施策
(2)その他環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な事項

高槻市環境・温暖化対策審議会
資料No.２

令和３年７月５日（月）

平成14年3月「高槻市環境基本計画」 平成24年3月「第２次高槻市環境基本計画」
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２．計画の位置づけ
高槻市環境基本条例
平成13（2001）年3月

第6次高槻市総合計画
令和3（2021）年3月

たかつきエコオフィスプラン
令和3（2021）年度～令和12（2030）年度

第2期たかつき地球温暖化対策
アクションプラン

令和3（2021）年度～令和12（2030）年度

◆地球温暖化対策に係る個別計画

（仮称）第２次高槻市環境基本計画
〔第２次改訂版〕
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（仮称）たかつき環境行動計画

◆環境分野を含む各種計画
・高槻市みどりの基本計画[改訂版]
・高槻市一般廃棄物処理基本計画
・高槻市農林業振興ビジョン
・高槻市都市計画マスタープラン
・高槻市総合交通戦略

整合

具体的な取組
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３．見直しの背景と目的
諮問書（要旨）
■平成24年３月「第２次高槻市環境基本計画」、平成29年３月「第２次高槻市環境基本
計画〔改訂版〕」を策定

■諸情勢の変化
・新名神高速道路、エネルギーセンター第３工場、安満遺跡公園などの基盤整備
・平成30年台風第21号による森林被害
・第６次高槻市総合計画、第２期たかつき地球温暖化対策アクションプランの策定

■上記をはじめとした情勢変化を踏まえ、現在の環境基本計画を時点修正

【仮称】
第２次高槻市環境基本計画

[第２次改訂版]

時点修正版

令和４年３月
高槻市

平成29年3月「第2次高槻市環境基本計画[改訂版]」 令和4年3月「【仮称】第2次高槻市環境基本計画[第2次改訂版]」
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（時点修正に至った理由）
■現計画に示す６つの「望ましい環境像」のうち地球環境の分野については、令和２年度
に「第２期たかつき地球温暖化対策アクションプラン」を策定しており、その骨子に
ついては整理済みです。

■しかし、この地球環境分野の考え方・取組は急速に変化していることから、市としては
アクションプランで「社会情勢の大きな変化や諸制度の重大な変更などが生じた場合
に計画を見直し」するとしています。

■そのため、地球環境分野については、国等の動きを注視し、今後の適切な時期に「たか
つき地球温暖化対策アクションプラン」の時点修正を行うこととします。併せてこれ
を契機として、地球温暖化分野を含む「環境基本計画」の本格的な見直しをおこなう
ほか、両計画の統合を検討することとします。

■このようなことから、このたびは環境基本計画を時点修正と位置づけることとします。

３．見直しの背景と目的

第２期たかつき地球温暖化対策
アクションプラン R03～

第２次高槻市
環境基本計画

〔改訂版〕H29～R03

第２次高槻市
環境基本計画

(仮)〔第２次改訂版〕 (仮)第３次高槻市
環境基本計画

※計画統合の検討

第２期たかつき地球温暖化
対策アクションプラン

(仮)［時点修正版］

本年度の見直し
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４．計画策定の進め方
(1)計画検討体制

庁内検討組織
〇環境マネジメントシステム推進会議（部長級）
〇同 幹事会（課長級）

事務局
〇市民生活環境部 環境政策課

環境・温暖化対策審議会
●専門的知見に基づく意見交換

(2)スケジュール

07月：第１回審議会（高槻市の環境実態について）

09月：第２回審議会（計画の目標と基本方針について）

10月：環境団体との意見交換

11月：第３回審議会（計画素案について）

12月：パブリックコメント

02月：第４回審議会（パブコメ結果、計画最終案、その他）


